
                                              

第 29 号（平成 27 年 6 月３日発行） 

 

液
状
化
対
策
工
事
補
助
金
の
受
付
が 

６
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
ま
し
た
。 

 

５
月
１
６
日
号
の
広
報
に
掲
載
さ
れ
た
、
液
状
化
対
策
工
事

補
助
金
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
液
状
化
被
害
を
受
け
た
建
物
の
土

地
に
液
状
化
対
策
工
事
を
行
っ
て
、
住
宅
等
を
建
築
し
た
場
合

に
は
、
液
状
化
対
策
工
事
の
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。 

 補
助
対
象
と
な
る
土
地 

 


 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
液
状
化
被
害
を
受
け
、
り
災
証

明
を
取
得
し
た
建
物
が
建
っ
て
い
た
土
地
で
、
原
則
と

し
て
、
す
て
に
建
物
を
取
り
壊
し
て
い
る
土
地
が
対
象

と
な
り
ま
す
。 


 

ま
た
、
こ
の
補
助
金
は
一
つ
の
土
地
に
対
し
て
一
回
限

り
と
な
り
ま
す
。
土
地
の
分
割
を
行
う
場
合
に
は
一
区

画
が
１
３
５
㎡
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
。 


 

東
日
本
大
震
災
時
に
建
物
が
建
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

空
き
地
等
に
つ
い
て
は
、
補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
。 

 

補
助
対
象
と
な
る
建
物 

 


 

補
助
対
象
と
な
る
土
地
に
、
新
た
に
液
状
化
対
策
工
事

を
行
う
延
床
面
積
５
０
㎡
以
上
の
主
た
る
建
物
が
対
象

と
な
り
ま
す
。 


 

付
属
す
る
建
築
物
、
例
え
ば
車
庫
や
物
置
、
離
れ
等
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。 

補
助
金
申
請
で
き
る
方 


 

原
則
と
し
て
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
方
は
液
状
化

対
策
工
事
を
行
っ
て
、
新
し
く
建
て
る
建
物
の
建
築
主

に
な
り
ま
す
。 


 

す
で
に
建
築
し
て
あ
る
場
合
に
は
建
物
所
有
者
に
な
り

ま
す
。 

 

布
佐
東
部
地
区 

 

補
助
金
額 

 


 

新
し
く
建
て
る
建
物
の
液
状
化
対
策
工
事
に
要
し
た

金
額
の
２
分
の
１
（
１
０
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）

が
補
助
さ
れ
ま
す
。 


 

補
助
金
額
の
上
限
は
最
大
５
０
万
円
ま
で
に
な
り
ま

す
。 

申
請
に
必
要
な
書
類
一
覧 

 

① 

補
助
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
１
号
） 

② 

申
告
書
（
様
式
第
２
号
） 

③ 

り
災
証
明
書
の
写
し 

④ 

新
し
く
建
築
す
る
建
物
の
、
建
築
基
準
法
第
６
条
第 

１
項
ま
た
は
同
法
第
６
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
確

認
済
証
の
写
し 

⑤ 

液
状
化
対
策
工
事
に
係
る
図
面
ま
た
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

等 

⑥ 

新
し
く
建
て
る
建
築
物
の
工
事
に
係
る
見
積
書 

⑦ 

被
害
を
受
け
た
建
物
の
滅
失
登
記
に
関
す
る
登
記
完
了

証
の
写
し
、
も
し
く
は
滅
失
登
記
簿
謄
本
、
ま
た
は
、

建
築
物
の
解
体
写
真 

⑧ 

建
築
物
の
所
有
者
が
分
か
る
登
記
事
項
証
明
書
（
全
部

事
項
証
明
書
に
限
る
。
） 

※
③
と
④
は
同
意
が
あ
れ
ば
省
略
が
可
能
で
す
。 

※
⑦
は
、
り
災
証
明
の
判
定
が
「
全
壊
」
の
場
合
に
限
り
ま

す
。 

※
⑧
は
、
制
度
施
行
前
に
建
物
の
建
築
工
事
が
完
了
し
て
い

る
場
合
に
限
り
ま
す
。 

※
そ
の
他
、
状
況
に
応
じ
て
他
の
書
類
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

補
助
金
額
の
決
定 

 

申
請
受
付
後
、
申
請
内
容
を
審
査
し
「
補
助
金
交
付
（
不

交
付
）
決
定
通
知
書
」
を
建
築
住
宅
課
か
ら
発
送
し
ま
す
。 

実
績
報
告 

  

補
助
金
の
申
請
・
交
付
決
定
後
に
建
築
工
事
が
完
了
し
た

と
き
は
、
実
績
報
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
工
事
完
了

後
速
や
か
に
実
績
報
告
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
実
績

報
告
の
手
続
き
を
行
わ
な
い
と
補
助
金
は
支
払
わ
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
下
さ
い
。 

 
発
行
・
問
合
せ
先 

 
 

我
孫
子
市
役
所
布
佐
東
部
地
区
復
興
対
策
室 

（
住
所
）
我
孫
子
市
都
１
０
‐
１
（
都
交
差
点
脇
） 

（
電
話
）
０
４
‐
７
１
８
５
‐
２
４
６
２ 

実
績
報
告
に
必
要
な
書
類
一
覧 
 

① 

補
助
金
実
績
報
告
書
（
様
式
第
７
号
） 

② 

建
築
工
事
（
液
状
化
対
策
工
事
の
費
用
が
分
か
る
も
の
）
に

係
る
契
約
書
の
写
し 

③ 

建
築
工
事
（
液
状
化
対
策
工
事
を
含
む
工
事
）
に
係
る
領
収

書
の
写
し 

④ 

液
状
化
対
策
工
事
に
係
る
施
工
写
真
及
び
建
築
物
の
完
成

写
真
な
ど 

 注
意
事
項 

 

原
則
と
し
て
、
「
液
状
化
対
策
工
事
着
手
前
」
に
申
請
が
必
要

で
す
。
工
事
着
手
後
や
完
了
後
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

た
だ
し
、
こ
の
補
助
金
制
度
開
始
前
（
平
成
２
７
年
６
月
１
日

よ
り
前
）
に
液
状
化
対
策
工
事
に
着
手
し
た
方
や
、
工
事
を
完
了

し
て
い
る
場
合
に
は
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 申
請
書
等
の
入
手
、
申
請
窓
口 

 

・
申
請
書
の
入
手
や
申
請
の
窓
口
は
市
役
所
建
築
住
宅
課
に
な
り

ま
す
。
（
対
策
室
で
も
申
請
書
の
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。） 

・
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
申
請
に
関
す
る
詳
細
内
容
や
申
請
書

を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
下
さ
い
。 

（
本
紙
裏
面
に
液
状
化
対
策
工
事
補
助
金
の
対
象
判
定
フ
ロ
ー
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。） 

（
問
合
せ
先
） 市

役
所
建
築
住
宅
課
住
宅
担
当 

（
電
話
７
１
８
５-

１
１
１
１
） 

 

※
申
請
に
つ
い
て
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽

に
対
策
室
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

 

第 29 号 

 



液状化対策工事補助金の対象判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート 

はい【被害認定

が全壊の場合】 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい【これか

ら新築する

場合】 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい【被害認定が大規模半

壊・半壊・一部損壊の場合】 

いいえ 

東日本大震災により液状化被害を受けた

建築物の敷地である。 

全壊建築物は解体済み。 大規模半壊・半壊・一部損壊の住宅を

解体し、H28.4.10までに被災者生活

再建支援基礎支援金の支給を全壊と

同等で申請している。 

対象外 

解体の予定が決まった

時点でご相談ください。

（H34.3.31が期限です） 対象外 

はい 

この敷地を分割している。 

新築する若しくは新築した建築物（附属建築物を除く。）は

液状化対策工事を行い、延べ床面積が 50㎡以上ある。 

分割したのは

H27.5.31以前

である。 

分割した敷地

面積は 135㎡以

上ある。 

対象外 

対象外 

新築する建築物の建築主である。若しくは 

新築した建築物の所有者である。 

対象外 

液状化対策工事補助金の対象です。 

交付申請の手続き方法については、市役所建築住宅課にご確認下さい。 

いいえ 

はい【すでに建築

している場合】 

新築した建築物の着工日が、東日本大

震災から H27.5.31の間である。 

はい 

いいえ 
対象外 


